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資料１ 

令和５年第３回調布市議会定例会提出議案概要  

令和５年８月２８日現在  

議案数  １９件（報告２件を含む。）  
【内訳】  報告  専決処分の報告      １件  

健全化判断比率      １件  

 議案  令和４年度  決算認定   ６件  

令和５年度  補正予算   ４件  

条例の一部改正      ４件  

道路議案         ２件  

権利の放棄        １件  

報告第１４号  専決処分の報告について  

  調布市国領町２丁目に所在する駐車場において，庁用車両のドアが強風

にあおられ，隣に駐車していた車両に接触し，物件に損害を与えたもの  

  事故発生日  令和５年６月３０日  

  専決処分日  令和５年８月２３日  

  損害賠償の相手方・額  市内在住者・２６万５，６９４円  

  （担当：生活文化スポーツ部多様性社会・男女共同参画推進課）  

報告第１５号  健全化判断比率等について  

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断比率

（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率）等

を報告するもの  

  （担当：行政経営部財政課）  

 

議案第４９号  令和４年度調布市一般会計歳入歳出決算の認定について  

  （担当：行政経営部財政課）  

議案第５０号  令和４年度調布市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について  

  （担当：福祉健康部保険年金課）  

議案第５１号  令和４年度調布市用地特別会計歳入歳出決算の認定について  

  （担当：都市整備部用地課）  

議案第５２号  令和４年度調布市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について  

  （担当：福祉健康部高齢者支援室（介護保険担当））  
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議案第５３号  令和４年度調布市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について  

  （担当：福祉健康部保険年金課）  

議案第５４号  令和４年度調布市下水道事業会計決算の認定について  

  （担当：環境部下水道課）  

 

議案第５５号  令和５年度調布市一般会計補正予算（第３号）  

  （担当：行政経営部財政課）  

議案第５６号  令和５年度調布市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）  

  （担当：福祉健康部保険年金課）  

議案第５７号  令和５年度調布市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  

  （担当：福祉健康部高齢者支援室（介護保険担当））  

議案第５８号  令和５年度調布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）  

  （担当：福祉健康部保険年金課）  

 

議案第５９号  調布市子ども・若者基金条例の一部を改正する条例  

  基金をより有利に運用するため，現金を有価証券に換えることができる

よう管理の規定を改めるもの  

  施行日  公布の日  

  （担当：子ども生活部子ども政策課）  

議案第６０号  調布市井上欣一社会福祉事業基金条例の一部を改正する条例  

  基金をより有利に運用するため，現金を有価証券に換えることができる

よう管理の規定を改めるもの  

  施行日  公布の日  

  （担当：福祉健康部福祉総務課）  

議案第６１号  調布市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例  
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  京王多摩川駅周辺地区地区計画の決定に伴い，地区整備計

画区域を追加するとともに，同区域における建築物の制限に関する内容を

定めるもの  

  施行日  公布の日  

  （担当：都市整備部都市計画課）  

議案第６２号  調布市空き家等の対策の推進に関する条例の一部を改正する

条例  

  空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正を踏まえ，管理不全空

家等に対して，必要な措置をとるよう勧告する場合に，勧告をしようとす

る者に意見書の提出の機会を与えることを規定するもの  

  施行日  法律の施行日（※公布の日（ R5.6.14）から６か月以内に施行）  

  （担当：都市整備部建築指導課）  

 

議案第６３号  市道路線の廃止について  

  市道東９２－１号線（若葉町３－２７－９先）  

議案第６４号  市道路線の廃止及び一部廃止について  

  市道北２１７－２号線（調布ケ丘２－１０－４先）  

  市道北２１６－２号線（調布ケ丘２－１０－２先）  

  （以上２件  担当：都市整備部道路管理課）  

 

議案第６５号  権利の放棄について  

  債権（保護開始援助金返還金１人分  ５，０００円）を放棄するもの  

  （担当：福祉健康部生活福祉課）  

 

以上  

 


